
動物実験委員会名簿

令和3年1月1日現在

No. 区分 所属 役割※1
（文科省指針）

役割※2
（学内規程） 職名 氏名 任期

1 委員長
病理学講座
（腫瘍病理分野）

(1) (1)ア 副学長・教授 西川　祐司 職指定

2 委員 教育研究推進センター (1) (1)イ センター長・教授 松本　成史 職指定

3 委員 英語 (3) (3) 講師 戸塚　将 2020.4.1～2022.3.31

4 委員 生物学 (2) (2)イ 准教授 日下部　博一 2020.4.1～2022.3.31

5 委員
解剖学講座
（機能形態学分野）

(2) (2)ア 教授 吉田　成孝 2020.4.1～2022.3.31

6 委員
生理学講座
（神経機能分野）

(2) (2)ア 教授 高草木　薫 2020.4.1～2022.3.31

7 委員
生化学講座
（統合生命科学分野）

(2) (2)ア 教授 川辺　淳一 2020.4.1～2022.3.31

8 委員
内科学講座（消化器・
血液腫瘍制御内科学分野）

(1) (1)エ 教授 奥村　利勝 2020.4.1～2022.3.31

9 委員
内科学講座
（病態代謝内科学分野）

(1) (1)エ 准教授 滝山　由美 2020.4.1～2022.3.31

10 委員
内科学講座（消化器・血液
腫瘍制御内科学分野）

(1) (1)エ 教授 水上　裕輔 2021.1.1～2022.3.31

11 委員 教育研究推進センター (1) (1)ウ 准教授 伊藤　拓哉 職指定

12 委員 教育研究推進センター (1) (1)ウ 講師（学内） 宮園　貞治 職指定

【参考】
※1 ○研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針

文部科学省告示第七十一号
第3　動物実験委員会 
3　動物実験委員会の構成 
　　動物実験委員会は、研究機関等の長が次に掲げる者から任命した委員により構成することとし、
　　その役割を十分に果たすのに適切なものとなるよう配慮すること。 
(1) 動物実験等に関して優れた識見を有する者
(2) 実験動物に関して優れた識見を有する者
(3) その他学識経験を有する者 

※2 ○旭川医科大学動物実験委員会規程
第3条　委員会は，次に掲げる委員をもって組織する。
(1)　動物実験等に関して優れた識見を有する者　7名
(2)　実験動物に関して優れた識見を有する者　4名
(3)　その他学識経験を有する者　1名
2　前項各号の委員については以下の者をもって充てる。
(1)　前項第1号の委員
　ア　学長が指名する副学長
　イ　教育研究推進センター長
　ウ　教育研究推進センター専任教員　2人
　エ　臨床医学の教授，准教授又は講師　3人
(2)　前項第2号の委員
　ア　基礎医学の教授，准教授又は講師　3人
　イ　一般教育(人文・社会科学系を除く。)の教授，准教授又は講師　1人
(3)　前項第3号の委員：一般教育(人文・社会科学系)の教授，准教授又は講師　1人


